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B27M サブクラス B27B から B27L に分類
されない木材の加工 ; 特定の木製品
の製造　

  1/00 サブクラス B27B から B27L に分類され
ない木材の加工 , 例 . 引張りによるもの
[2]　

                       A 切断　
                       B 木取 , 板取〔原木 , 原板から特定の形

状に切り出すこと〕〔ex. 集成材の素材
としての小径木の切断〕　

                       C 端面 , 側面の接合のための加工〔注 .
薄単板の接合 B27D1/10〕　

                       D ･木口面同士 , 側面同士の接合のため
の加工　

                       E 矯正及びかし発生防止加工〔ex. 割れ
防止用の柱の背割り〕　

                       F 表面加工〔ex. 装飾研磨〕〔注 . 化粧材
〔シ－ト〕の貼着 ,1/08〕　

                       G ･凹凸出し加工〔ex. マスキング , サン
ドブラスト〕〔注 . 焦しによるもの ,1
/06, 押圧痕によるもの ,1/02〕　

                       Z その他のもの〔ex. 彫刻 , 穿孔 , 充填 ,
突刺〕　

  1/02 ･圧搾によるもの　
  1/04 ･打ち抜きによるもの　
  1/06 ･燃焼または黒焦げにするもの , 例 . 加熱

線による切断（表面処理 B44B）　
  1/08 ･多段階の工程によるもの [2]　
                       A 組み立て・成形装置　
                       B  ･集成材の製造装置　
                       C  ･･集成板状物の製造装置〔ex. 巾矧ぎ

コンポ－ザ－〕　
                       D  ･枠体の組み付け〔ex. フラツシユド

アの芯枠 , 額縁 , コ－ナ－〕　
                       E 表面への貼付装置〔ex. 化粧シ－ト〕

　
                       F  ･パネル・板状物の貼付〔ex. フラツ

シユドアパネル〕　
                       G  ･周面・側・端面への貼付　
                       Z その他のもの　
  3/00 特定の半仕上または仕上製品の製造また

は修理（合板またはベニヤの製造 , 合板
またはベニヤから製品の製作 B27D; 合
板用中心層の製造 B27D1/06; くぎ打ち
またはステ－プル打ち機一般 B27F7/00;
たる製造または車輪製造用部材のもの
B27H; 倣い装置の形状 B23Q）　

                       A 板状物　
                       B ･パネル〔枠あるいは芯板の表面に板

状体を張つたもの〕　
                       C ･集成板〔集成足場を含む。注 . 集成

材一般 E。〕, 年輪模様板　
                       D 柱状物　
                       E ･集成材〔集成材一般を含む〕　
                       F 梁 , トラス , 桁 , 根太　
                       G 敷居 , 長押 , 鴨居 , 框　
                       H 結合部材・手段によるもの〔注 . 接着

剤は除く。枠組 J。〕　
                       J 型 , 縁 , アングル , 枠材　
                       K 建具〔戸 , 窓 , フスマ , 障子等と明記

されているもののみ。注 . フラツシユ
ドア B,〕　

                       L 管 , 中空物〔注 . 結合特徴 H 併記 , 変
形・割れ防止用 R〕　

                       M 表面仕上げをした物〔注 . 化粧用被覆
を施しただけの物は N 又は P のみ付
与〕　
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                       N ･化粧材〔シ－ト〕被覆によるもの
〔注 . 薄単板貼付 B27D5/00 主 ,V カツ
ト化粧材使用 P〕　

                       P ･「V カツト」加工を施した被覆材によ
るもの〔注 .N に優先〕　

                       Q 特殊用途〔楽器 , 照明 , 細工・工芸 ,
そろばん〕, 修理　

                       R 変形・割れ防止加工を施した物　
                       S 施工用の加工を施した物　
                       Z その他のもの　
  3/02 ･屋根部材 , 例 . 屋根板　
  3/04 ･床張り部材 , 例 . 寄木張り板（他の材料

の裏打ちによる木製要素の組立 B32B,
例 .B32B37/00）　

  3/06 ･･寄木張り板を組合せまたは接合するこ
とにより組立てた床板　

  3/08 ･特定形状の木製木ずりまたは帯状物　
  3/10 ･プロペラ板　
  3/12 ･木さく , 階段 , 階段のがわげた , はしご

またはそれらの部品　
  3/14 ･鉄道のまくら木　
  3/16 ･工具の柄または工具 , 例 . 木製のつち　
  3/18 ･家具　
  3/20 ･靴型 ; 靴 , 例 . 木ぐつ ; 靴の部品 , 例 . か

かと　
  3/22 ･運動具 , 例 . ボ－リングのピン , テニス

用ラケットの枠 , スキ－ , かい　
  3/24 ･家庭用器具 , 例 . スプ－ン , えもん掛け

, 洋服掛けくぎ　
                       A 箸の製造　
                       B コツプ , つぼ , びん , 盆等の容器類の

製造　
                       Z その他のもの　
  3/26 ･喫煙用具 , 例 . パイプ　
  3/28 ･合せくぎまたはボルト　
  3/30 ･糸巻　
  3/32 ･先き細の棒 , 例 . 鉱山の支柱　
  3/34 ･柔かにしなければ充分に曲げられない

木材または同質の材料のケ－ス , トラ
ンクまたは箱（くぎ打ちまたはステッ
プル打ち加工一般 B25C,B27F; 板紙 , 紙
, または類似の方法で加工できる材料
B31B）　

  3/36 ･･空包を一緒にしばりつけるための機械
および装置 , 例 . 針金で結束する箱の
製作用のもの　

  3/38 ･ステッキまたは傘の棒状部材　
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